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財
政
セ
ミ
ナ
ー

　
八
峰
町
の
家
計
簿
は

　
　
　
　
ど
ー
な
っ
て
る
の
？

　
北
海
道
夕
張
市
の
財
政
破
綻
問
題
を
発
端
に
自
分
の
町
の
行
財
政
運
営
に

関
心
を
も
ち
、
ま
た
財
政
状
況
を
心
配
す
る
住
民
も
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
八
峰
町
の
財
政
の
状
況
や
今
後
の
見
通
し
な
ど
に
つ
い
て
シ
リ

ー
ズ
で
掲
載
し
ま
す
。

　

第
１
回
目
は
、「
４
つ
の
健
全

化
判
断
比
率
か
ら
見
た
八
峰
町

の
財
政
状
況
」で
す
。

　

平
成
19
年
６
月
、
国
会
に
お

い
て
、
自
治
体
の
財
政
破
綻
を

未
然
に
防
ぐ
こ
と
を
目
的
に
、

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
、
い
わ
ゆ
る

「
自
治
体
財
政
健
全
化
法
」が
成

立
し
ま
し
た
。

こ
の
法
律
に
よ
り
、
町
の
財

政
の
健
全
化
を
判
断
す
る
４
つ

の
比
率（
実
質
赤
字
比
率
、
連
結

実
質
赤
字
比
率
、
実
質
公
債
費

比
率
、
将
来
負
担
比
率
）を
毎
年

度
、
み
な
さ
ん
に
公
表
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

普通会計

公営事業会計

公営企業会計

●一般会計
●公営事業会計以外の特別会計
（土地取得特別会計、
　　　　　財産区特別会計など）

●国民健康保険特別会計
●老人保健特別会計
●介護保険特別会計など

●簡易水道事業特別会計
●公共下水道事業特別会計
●農業集落排水事業特別会計
●漁業集落排水事業特別会計

一部事務組合

●能代山本広域市町村圏組合
●能代市山本郡養護老人ホーム組合など

第３セクター・公社

●ハタハタの里観光事業株式会社
●株式会社ポンポコ山
●有限会社峰浜培養ほか
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　普通会計の赤字額の割合です。赤字額が
多くなるとこの数値も大きくなります。黒
字の場合は「０」です。

実質赤字比率とは（※1）

連結実質赤字比率とは（※2）

　以前は普通会計の収支で財政を判断し
ていました。しかし、地方公共団体には普
通会計以外にいくつもの会計があります。
　例えば普通会計が黒字でも特別会計が
赤字により町全体では赤字になることも
あります。
　このように町全体の会計の収支を合算
して表したのが「連結実質赤字比率」です。
黒字の場合は「０」となります。

実質公債費比率とは（※3）

　実質的な公債費（地方債の元利償還金）が財政に及ぼす負担を表す指
標です。
　地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的
に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金などの
公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措
置されるものを除く）に充当されたものの占める割合です。

　今後どのくらい負担が見込まれるかを表した指標です。公債費（借金
の返済）などが含まれますが、返済額に充てられる国からの交付金分が
引かれますので、実質の町が負担する割合となります。

※指標の数値で悪化が軽度な自治体は財政健全化計画、より悪化した
自治体は財政再生計画を策定し、その計画に沿った町政運営を行う
というルールになります。

八峰町の数値は？
　平成19年度決算をベースに今年度から正式に公表することになりますが、このたび、平成18年度決算を
基にした各財政健全化判断比率（県試算）がまとまりました。
　４指標による財政再生基準と早期健全化基準及び八峰町の結果は、下の図のとおりです。
　全ての項目において健全化基準を下回っており、八峰町の財政状況は健全域にあると判断されました。特
に、将来負担比率は県内でもトップクラスのよい結果となっています。
　しかし、少子高齢化や人口減少により町税の減少が見込まれます。また、収入のうち地方交付税や、国・県支
出金の割合が高く、国の政策によって、財政状況が左右されやすい状態となっています。
　今後とも、行財政改革を適切に実施し、財政健全化に努めてまいります。

４指標による財政基準と早期健全化基準の比率

標準財政規模が50億円未満の市町村の基準値 八峰町
（37、5億円）

実質赤字比率による基準
（※1） 早期健全化基準 15％～

0％
財政再生基準 20％～

連結実質赤字比率による基準
（※2） 早期健全化基準 20％～

0％
財政再生基準 30％～

実質公債費比率による基準
（※3） 早期健全化基準 25％～

20.1％
財政再生基準 35％～

将来負担比率による早期健全化基準
（※4）

350％～ 79.6％
※平成18年度決算ベースによる県試算

NO.1

将来負担比率（※4）


